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Ⅰ 税制改革の視点

国と地方の財政状況

・ 我が国においては、国税・地方税を合わせた税収の割合が、国・地方の歳
出純計に対し、5割程度となっている。

・ 国・地方の長期債務残高は平成２３年度末で約８９４兆円と見込まれている。

〈 国と地方の歳出純計に占める租税収入の割合の推移 〉
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〈 国と地方の長期債務残高の推移 〉
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注1 「日本の財政関係資料」(財務省ホームページ)により作成。
2 平成23年度は見込額である。
3 地方の借入金残高は、地方債残高、企業債残高のうち普通会計負担分及び交付税特別会計借入金残高のうち
3 地方負担分の合計額を計上。
4 内の数値は、国・地方の長期債務残高を合計し、重複分を控除したものである。

注1 「平成23年度版地方財政白書」(総務省)により作成。
2 数値は、国・地方ともに決算額である。
3 内の数値は、歳出純計に占める租税収入割合である。
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国民負担率と経済成長
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・ 国民負担率と経済成長率の間には、明確な相関関係はみられない。

・ 日本の国民負担率は、諸外国と比べると低い水準にある。

国民負担率
（対国民所得比）

40.6%

<ＯＥＣＤ諸国の国民負担率と経済成長率との相関>

注1 財務省「我が国税制・財政の現状全般」の「国民負担率の内訳の国際比較」より作成。
2 日本は平成20年度（2008年度）実績、諸外国は2008年実績。（OECD "Revenue Statistics 1965-2009 "及び

同 "National Accounts 1997-2009 "による。）
3 租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
4 四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

<国民負担率の内訳の国際比較>
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注1 国民負担率は "Revenue Statistics(1965-2009)"（OECD）、 実質ＧＤＰ成長率は
"OECD Factbook 2010"により作成。

2 OECD加盟国のうちGDP上位16カ国をプロットしたものである。
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社会保障給付費の現状

〈社会保障給付費と社会保険料収入の現状〉

注 財務省ＨＰ「日本の財政関係資料」より作成。

〈社会保障給付と財源の現状〉

注 財務省ＨＰ「日本の財政関係資料」より作成。
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社会保障給付費（兆円）

社会保障制度を通じて国民に給付
される金銭・サービスの合計額
（例）年金の受給額、医療・介護の
給付額（自己負担見合いを除く）

（参考）ＧＤＰ（兆円）

社会保険料収入(兆円）

給付費 107.8兆円 財源 99.0兆円＋資産収入

この部分に対応

介護・福祉その他
20.6兆円
〔うち介護7.9兆円〕

医療
33,6兆円

年金
53.6兆円

資産収入等

地方税等負担
10.1兆円

国税負担
29.3兆円

保険料
59.6兆円

社会保障関係費
28.7兆円

恩給関係費 0.6兆円

歳出

○社会保障関係費は、国の税収と公債
金収入（借金）を財源とする
○社会保障関係費は、毎年度１兆円規
模で増大していく見込み

社会保障給付費（平成23年度当初予算ベース）

・少子・高齢化に伴い、我が国の社会保障給付費は年々増加している。
・平成２３年度の社会保障給付費は108兆円程度と見込まれており、保険料、税及び
公債によって賄われている。

一般会計との関係
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Ⅱ 税制改革の方向性

地方自治体の役割と税源配分

〈 国税と地方税の所得課税、消費課税、資産課税の構成比 〉
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14.7%

個人
15.7%

公債費

18.9%11.7%

教育費

12.0%

機関費

11.9%

防
衛
費

国土保全
及び開発費

9.8% ○ ○29.8%

社会保障関係費

一
般
行
政
費
等

司
法
警
察
消
防
費

防
衛
費

国
土
保
全
費

国
土
開
発
費

災
害
復
旧
費
等

農
林
水
産
業
費

商
工
費

学
校
教
育
費

社
会
教
育
費
等

民
生
費

(

年
金
関
係
除
く

)

衛
生
費

住
宅
費
等

恩
給
費

公
債
費

そ
の
他

民
生
費
の
う
ち
年
金
関
係

(14)

(86)

(22)

(78)

(100)

(59)

(41)

(31)

(69)

(64)

(36)

(61)

(39)

(50)

(50)

(11)

(89)

(28)

(72)

(32)

(68) (100)

(6)

(94)

(60)

(40)

(96)

(4)

(99)

(1)

(59)

(41)

国 地方

そ
の
他

2.5%2.9%

恩
給
費

0.5%

産業経済費

・地方自治体は、ほとんど全ての行政分野において国よりも大きな役割を担っ
ている。

・国税・地方税を合わせた税収全体に占める地方税の割合は４４．９％である。

〈 国と地方の目的別歳出純計 〉

注1 国税は「租税及び印紙収入予算の説明」(財務省)、地方税は「地方税に関する参考計数資料」(総務省)より作成。

2 端数処理の関係上、合計と内訳が一致しない。

注1 「平成23年度版地方財政白書」(総務省)により作成。
2 ( )内の数値は、目的別経費に占める国・地方の割合を示す。

( 平成23年度当初予算ベース )【地方税】
○所得課税
・個人住民税
・法人住民税
・道府県民税利子割
・個人事業税
・法人事業税
○消費課税
・地方消費税
・道府県･市町村たばこ税
・ゴルフ場利用税
・自動車税
・軽自動車税
・自動車取得税
・軽油引取税等
○資産課税
・不動産取得税
・固定資産税
・特別土地保有税
・事業所税
・都市計画税等

【国税】
○所得課税
・所得税
・法人税
○消費課税
・消費税
・酒税
・たばこ税
・石油石炭税
・自動車重量税
・揮発油税
・石油ガス税
・航空機燃料税
・関税等
○資産課税等
・相続税
・印紙収入

所得課税
26.6%

所得課税
21.6%

4


